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就職氷河期世代等支援に関する関係閣僚会議（令和7年6月3日）

「新たな就職氷河期世代等支援プログラムの基本的な枠組み（各論）」(抜粋)

１．就労・処遇改善に向けた支援

２．社会参加に向けた段階的支援

３．高齢期を見据えた支援

３本柱
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３  実施主体等２  事業の概要・スキーム

１  事業の目的

令和８年度当初予算案 2.8億円（3.1億円）※（）内は前年度当初予算額

職業安定局雇用開発企画課
（内線5785）

労働保険特別会計 一般
会計労災 雇用 徴収

○

職業経験の不足などから、安定した職業に就くことが困難な求職者について、ハローワークや民間
の職業紹介事業者などの紹介により、常用雇用への移行を目的に一定期間（原則３か月）試行雇用
する事業主に対して助成する制度。

【対象労働者】
○ ２年以内に２回以上離職又は転職を繰り返している者
○ 離職している期間が１年超の者
○ 育児等で離職し、安定した職業に就いていない期間が１年超の者
○ 60歳未満で、ハローワーク等において担当者制による個別支援を受けている
者

○ 特別の配慮を要する者（母子家庭の母等、生活保護受給者、生活困窮者等）

【支給額】
月額４万円（最大３か月）

※ 対象労働者が母子家庭の母等又は父子家庭の父の場合は月額５万円となる。
※ 母子家庭の母等の場合、特定求職者雇用開発助成金（特定就職困難者コース）
の第２期から受給が可能。

※ 令和８年度より、生活保護受給者・生活困窮者について、週20時間以上の試行
雇用も対象とするとともに、トライアル雇用助成金と特定求職者雇用開発助成金
（第２期）の受給を可能にする。

実施主体：国
事業実績：支給決定件数（令和６年度）
・支給人数：1,926人
・支給決定額：2.1億円
・トライアル雇用開始者数：2,099人
・常用雇用移行率：71.3％

【 助成のイメージ 】

トライアル雇用助成金（一般トライアルコース）

賃金の一部を助成

トライアル雇用
有期雇用契約（原則３か月）

期間の定めのない雇用
（常用）

トライアル雇用開始 本雇用契約 締結

既存コースの拡充等

「新たな就職氷河期世代等支援プログラムの基本的な枠組み」（令和７年６月３日就職
氷河期世代等支援に関する関係閣僚会議決定）を踏まえ、認定就労訓練事業等の利
用者が漏れなくトライアル雇用助成金の対象となるよう、告示の改正を行う。
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